
厚生労働大臣の定める掲示事項（１１） 

長崎県五島中央病院 

院内感染防止への取り組みについて 

 

１．院内感染を防止するための情報収集・情報管理を行っています。 

○院内感染防止対策委員会を開催し、院内感染に関する情報を共有します。 
○院内感染対策マニュアルを整備し、感染対策の質の向上を心がけます。 

○感染症に関する情報提供・周知を行います。 

 

２．院内感染防止のための職員教育を行っています。 

○定期的な院内ラウンドを実施し、情報収集及び職員の感染防止対策に 
関する教育活動を行います。 

○職員を対象とした感染防止のための研修会を定期的に開催します。 

 

３．院内感染発生時、直ちに対策を行っています。 

○必要時、患者さんの隔離・接触者の追跡・管理指導を行います。 
○再発防止策を立て、実施します。 

 

４．抗菌薬の適正使用に取り組んでいます。 

○特定抗菌薬の届出を行います。 

○特定抗菌薬の使用量等に関する情報管理を行います。 

 

５．施設の適切な管理を行っています。 

○感染性廃棄物を適切に廃棄します。 

○感染防止に効果的な医療材料を導入します。 

 
 

病 院 長   


